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本日の目標

中国における「法」の役割と位置付けを理解する

その「法」の役割と位置付けからどのようにする
ことがビジネス上も有利なのかを考える



まずは、事例を検討してみましょう
 原告：甲社（中国企業）
 被告：乙社（日本企業）

 原告の主張
 　甲社は、乙社と売買契約を締結した。この契約によれば、甲社は乙社に商品を納
品し、その納品から2週間以内に乙社は甲社に代金として2万3千アメリカドルを支
払うことになっていた。そして、甲社は商品を納品したにもかかわらず、乙社はい
まだに代金を支払っていない。そこで、甲社は乙社に代金2万3千アメリカドルと、
それによって生じた15万元の損失の補償、遅延利息15万元、この訴訟にかかった翻
訳費600元、公証費7,800元の支払いを求める。

 　証拠として、2万3千アメリカドルの請求書と、乙社による納入確認書、乙社が2
週間以内に支払うと承諾した契約書、翻訳費の領収書、代理人弁護士による公証費
の領収書を提出する。



事例（続き）
乙社の主張
　乙社は、甲社との間で商品を2万3千アメリカドルで購入
する契約を締結し、支払いにも合意している。しかし、遅
延利息が15万元というのは根拠に乏しく承諾できない。ま
た、経済損失や翻訳費、公証費などについても法的根拠に
乏しく承諾できない。そもそも、商品は確かに納入を受け
たが、この商品には著しく品質に問題があり、甲社には何
度も連絡しているにもかかわらず、応答がないという状態
である。すなわち、代金を支払わないことについては悪意
はないのであり甲社の請求には応じることはできない。



事例（続き・完）
人民法院（裁判所）の最終判断
　本件の売買契約には、代金と支払時期についてのみ書かれている
のであり、遅延利息や翻訳費、公証費については記載されていない。
そして、契約というのは絶対に守られなければならないものであり、
代金の2万3千アメリカドルを乙社は支払う義務がある。そして、こ
の代金以外については、甲社の主張を棄却する。

　契約法［合同法］第107条、第130条、第159条、第161条の規定に
基づき、乙社は本判決から10日以内に、甲社に2万3千アメリカドル
を支払わなければならない。10日を超えた場合、年利3％の遅延利息
を支払うものとする。

（判決番号：（2013）長民二（商）初字第S354号）



当該判決をどう考えるか？



当該判決の問題点

乙社の主張である「商品には著しく品質に問題があり、甲社には何度も連
絡しているにもかかわらず、応答がないという状態である。すなわち、代
金を支払わないことについては悪意はない」という部分が人民法院に完全
に無視されている

中国契約法［合同法］（1999年3月15日主席令第15号公布、同年10月1日
施行。2021年1月１日廃止）第148条「目的物の品質が品質基準に付合し
ないことにより、契約の目的が実現できなかった場合、買手は目的物の受
取を拒絶するまたは契約解除をすることができる。買手が目的物の受取を
拒絶しまたは契約解除をした場合、目的物の毀損、滅失の危険は売手が負
うものとする」。

中国契約法第155条「売手が引渡した目的物が品質の基準に付合しない場
合、買手は本法第111条の規定に基づき相手方に違約責任を求めることが
できる」。



 乙社は「商品には著しく品質に問題があり、甲社には何度も連絡している」
のみであり、甲社に「修理、交換、やり直し、返品、価格または報酬の減額
などの違約責任を合理的に選択して相手方に請求」しているわけではない。

 この限りにおいては、当該判決は、契約法第161条前段の「買手は約定期間
内に代金を支払わなければならない」という規定に合致した解釈と言える

 →これはあまりにも杓子定規な判断？。



「中華人民共和国民事訴訟法の任務は、当事者の訴訟す
る権利を保護し、人民法院が事実を明らかにすることを
保証し、是非を明確にし、法律を正しく適用し、適時民
事案件を審理し、民事の権利義務関係を確認し、民事違
法行為には制裁をし、当事者の合法的権益を保護し、公
民に法律の遵守を教育し、社会秩序、経済秩序を維持し、
社会主義建設事業の順調な進行を保障することにある」
（民事訴訟法第2条）。

「人民法院は法定の手続きに従い、全面的、客観的に証
拠を審査し調査確認をしなければならない」（民事訴訟
法64条3項）。

職権的な中国の民事裁判



職権的な民事裁判のはずなのに？
乙社が契約解除や修理、交換、やり直し、返品、価格または報酬の
減額を請求していなくても、このことが考慮された判断がなされて
もよさそうである。

すなわち、「乙社は契約解除や、修理、交換、やり直し、返品、価
格または報酬の減額の請求ができるのであり、この主張を待ってか
ら代金の請求はなされなければならない」という判決である。

→当該判決においてはこれはなされていない。
→中国民事訴訟法の目的である「事実を明らかにすること」とは、
「中国政府にとっての事実」であると言えよう。



中国民事訴訟における「社会秩序」
 民事訴訟の目的である「社会秩序」とは何か。
 →「共産党統治の社会の秩序維持」であると指摘されている。すなわち、中国共産
党政権の維持のために、中国の民衆に不満が残らないような判断をすることが重要。

 →それであっても、当該判決では損失の補償、遅延利息、翻訳費、公証費などの請
求は認めなかったのであり、完全に中国の民衆に寄り添った判決というわけでもな
い。

 しかし、日本企業である乙社からすると理不尽な判決であることも事実。
 →ところで、最終結論は、契約解除や、修理、交換、返品などを請求していない場
合の法律通りの結論であり、当該判決が「法治」を強調している習近平政権時代に
出たものであることからも、一部分のみに焦点を当てて法治の名のもと、外国人に
理不尽な判断を下すという手法を取っているようにも見える。今後、このような
「法治」の名の下、理不尽に文言通りの解釈をする判決が出るかは注視しなければ
ならない点である。



乙社はどうするべきであったか？

 「商品は確かに納入を受けたが、この商品には著しく品質に問題があり、甲
社には何度も連絡しているにもかかわらず、応答がない」と法的根拠を出さ
ずに主張している点→✖

 「契約法第111条に基づき、どのような選択をする方が合理的かを、甲社と話
し合おうとしているが応答がない状態である」と主張すれば、少なくとも
「法治」を標榜し出している中国では、この主張に斟酌をせざるを得なかっ
たであろう。

 代金請求を甲社が行ってきた時点で、甲社は乙社と話し合いをする気はない
ということが考えられる。→代金請求の訴訟提起がなされた時点で乙社は契
約解除を申し入れればよかった。

 →いずれにしろ、当該判決の乙社の敗訴は乙社の訴訟への戦略不足であった
ためと評価できよう。



民法典では？

契約法 民法典
第107条 第577条
第130条 第595条
第148条 基本は第621条と考えてよいが改正されている
第155条 第617条
第159条 第626条
第161条 第627条

契約法と民法典との対応



民法典第621条
 （第1項）当事者は検査期間を約定し、買手はその検査期間内に目的物の数量もしくは品
質が契約内容に不適合な部分があった場合に売手に通知しなければならない。買手がこの
通知を怠った場合、目的物の数量もしくは品質は契約内容に適合していたものとみなす。

 （第2項）当事者が検査期間について約定しなかった場合、買手は目的物の数量もしくは
品質につき契約内容と不適合する部分があることを発見した場合、もしくは発見できる合
理的な理由がある場合、その期間内に売主に通知を出さなければならない。買手が合理的
期間内に通知を出さない場合、もしくは目的物の受け取りから2年以内に売手に通知を発
出しない場合には目的物の数量もしくは品質は契約内容と適合していたものとみなす。た
だし、目的物に品質保証期間が設定されている場合、その保証期間が適用され、2年とい
う期間は適用しない。

 （第3項）売手が、提供した目的物が契約内容に不適合であると知っていたもしくは知る
ことができた場合、買手は前2項の規定による通知期限の制限を受けない。
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